
 

 

 

 

 

 

2025年 3月 31日 

 

パートナーシップ制度の導入について 

 

当行は、「九州フィナンシャルグループ人権方針」に基づき、ダイバーシティの更なる促進に向け、  

性別、性的指向、性自認にとらわれず、同性パートナーを配偶者とみなして福利厚生制度などを適用 

する「パートナーシップ制度」を導入しますので、下記のとおりお知らせします。 

今後も引き続き、従業員一人ひとりの価値観や個性を尊重し柔軟で働きやすい職場づくりに取り組

むとともに、性的マイノリティ等への理解を深め、すべての人が活躍する豊かな地域社会の実現に  

貢献してまいります。 

 

記 

 

１．制度の概要 

 「パートナーシップ宣誓制度」を導入している自治体で発行される証明書などを保有している従業員

に対し、法律上の配偶者と同等の福利厚生等を適用するもの。 

 ＜適用する福利厚生など＞ 

 家族手当、赴任手当、休暇制度、育児・介護休業など 

 

２．実施日 

２０２５年４月１日 

以 上 

 

【該当するＳＤＧs】 

 

  
8.5     10.2 

・すべての人が働きがいのある雇用環境の整備 

・すべての人が平等で暮らしやすい地域づくりの実現 

《本件に関するお問い合わせ》 
肥後銀行 人事部 

担当：村上 
電話 096-326-8628 


